
公募型プロポーザル方式 対象案件に対する質問・回答 

 

事業名 生坂村脱炭素先行地域づくり事業事務局運営サポート業務 

箇所名 生坂村全域 

掲示日 令和５年８月 28日 

回答者 生坂村 村づくり推進室 

 

№ 質 問 事 項 回 答 

１ 

事業実施場所について、既に決まっている

のでしょうか、受託者において探すのでしょ

うか。 

また、業務実施場所が既に決まっている場

合、入退出や管理はどのように行うのでしょ

うか。 

併せて、業務実施場所が既に決まっている

場合、机・イス・電話等の備品や通信環境

（FAX、インターネット回線）等、執務場所の

状況についてご教示ください。 

事業実施場所は、村民会館１階会議室（生

坂村 5076番地）（以下、「執務室」という。）

です。 

執務室の鍵は当村で管理しておりますの

で、業務開始前・終了後に鍵の受け渡しを役

場で行います。 

また、執務室内には机、イスを備え付けて

いるほか、インターネット環境があります。

電話、FAXは現在ありません。 

なお、電話については、電話番号新設と併

せて機器を検討し、速やかに導入する予定で

す。 

２ 

実施要領「4.業務の内容（イ）問い合わせ

対応とその報告」について、どの程度のもの

を想定しているかご教示ください。 

また、問い合わせ先の電話番号やメールア

ドレスは新たに準備するものかご教示くだ

さい。 

実施要領「4.業務内容（ア）」で作成する生

坂村 HP 掲載用ページに掲示する問合せ先と

して、新たに電話番号及びメールアドレスを

作成します。 

実施要領「4.業務内容（イ）問い合わせ対

応とその報告」とは、当該電話番号やメール

アドレスあての問い合わせへの対応全般を

行うものです。 

３ 

実施要領「4.業務の内容（ウ）広報及び広

告宣伝」について、村民への普及啓発活動と

して今年度９月以降に予定しているイベン

トやフォーラムがあればご教示ください。 

現時点で、実施内容が確定しているイベン

ト等はありません。 

なお、村民向けフォーラムや啓発イベント

の開催を、今後庁内で検討する予定です。 

４ 

実施要領「4.業務の内容（エ）報告、公表」

について、その時期と回数をご教示くださ

い。 

毎月１回、月末に村への報告及び HP 等で

の公表を予定しています。 

 

以上 


